
（歳入）

　参考：地方消費税交付金総額　597,636千円（内一般財源化分　344,664千円）

（歳出）

・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　4,607,617千円

【内訳】

　地方単独事業　3,562,886千円　、国庫補助事業　793,428千円　、

　投資的経費　624千円　、公債費　141,411千円　、共済費負担金　109,268千円

[引当項目一覧]※社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費の内地方単独事業分 （単位：千円）

国県支出金 その他

586 28 558 558 40

うち　社会保障施策に要する経費 586 28 558 558 40

2,169,302 290,602 152,867 1,725,833 1,725,833 122,538

うち　社会保障施策に要する経費 2,169,302 290,602 152,867 1,725,833 1,725,833 122,538

1,063,736 63,492 1,000,244 1,000,244 71,019

うち　社会保障施策に要する経費 1,063,736 63,492 1,000,244 1,000,244 71,019

1,441,445 35,633 635,156 770,656 770,656 54,718

うち　社会保障施策に要する経費 1,441,445 35,633 635,156 770,656 770,656 54,718

28,187 25 28,162 28,162 2,000

うち　社会保障施策に要する経費 28,187 25 28,162 28,162 2,000

0 0 0

うち　社会保障施策に要する経費 0 0 0

37,489 30 26 37,433 37,433 2,658

うち　社会保障施策に要する経費 37,489 30 26 37,433 37,433 2,658

4,740,745 326,318 851,541 3,562,886 0 3,562,886 252,972

4,740,745 326,318 851,541 3,562,886 0 3,562,886 252,972

※本表は令和元度大田市決算統計に基づく「社会保障施策に要する経費」に関する調査において計算した社会

　保障４経費その他社会保障施策に要する経費のうち、地方単独事業分に対して市町村交付金（社会保障財源

　化分）の振り分けを行ったものです。

※千円単位の端数調整の都合上決算額と数値が異なる場合があります。
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合　計

引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費

・市町村交付金（社会保障財源化分）252,972千円

費目 経費
一般財源

　消費税率は、平成２６年４月１日より５％から８％へ引き上げられ、その引き上げ分の地方消費税収（市町村
においては地方消費税交付金）については社会保障施策に要する経費に充当する旨地方税法に明記されました。
本表はその引き上げ分の地方消費税交付金の充当先を以下のとおり示すものです。
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